
Information　役場環境衛生課

　町では、ごみ収集日程を掲載した「ごみ収集カ
レンダー」を今年度も発行しました。
　今月号の広報きほうと一緒に各世帯に配布しま
すので、ご活用ください。

❶きちんと分別をして、決められた日の朝８時
30 分までに出してください。

❷猫やカラスに荒らされないように、ごみは必
ず、ごみボックスの中に入れてください。

❸ごみボックスがいっぱいのときは、翌日以降に
出してください。

　
　なお、「保存版・資源とごみの正しい分け方」を、
ごみ収集カレンダーに折り込んでいます。
　ごみの分類がイラストで分かりやすく載ってい
ますので、ぜひご活用ください。
※紛失した場合は、環境衛生課で再配布します。

▶詳しくは、役場環境衛生課（☎３３－０３３８）
までお問い合わせください。

「資源」と「ごみ」　正しく分別して出しましょう

ごみ収集カレンダーをご活用ください

ごみを出す際の注意点

令和４年度版

令和４年４月１日 ⇒ 令和５年３月３１日

ごみ収集
カレンダー

紀宝町 鵜殿地区

令和４年度版ごみ収集カレンダー

ごみ収集カレンダー

資源とごみの正しい分け方資源とごみの正しい分け方 ごみの分別についてのお問い合わせは、
環境衛生課へ☎33－0338保存版

紙類

布類

トレー・発泡スチロール

生きビン ワンウェイビン

燃やせないもの・金具の外れないものアルミ缶・スチール缶 スプレー缶 その他鉄製品
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リサイクルできるもの

品目ごとにひもでしばって出してください。

天気の良い日に品目
ごとに透明袋に入れ
るかひもで縛って出
してください

洗ってかわかす。

中を洗って出してください。
１つの袋でもかまいません。

中身を使いきって 穴をあけて
別の袋に入れて出してください。

ふたを取り洗って出してください

●段ボール、菓子箱などの厚紙
●新聞、折込チラシ
●雑紙（雑誌、包装紙、中が銀色の
　　　　紙パック、その他紙類など）

※メモ帳など小さな紙類は、封筒や紙袋
　に入れて封をして出してください。

●紙パックなど（洗って開いて出してください）
　※中が白いものに限る

●古着　
●カーテン・シーツ・毛布
●座布団・枕・クッション
●布団・絨毯・マットレス

※くつ下、ネクタイ類は可燃ごみへ

白色のみ

細かく砕いて原料に再生するもの
※生きビン以外の飲み物、調味料などが入っていたもの。
※一つの袋に入れて出してください。

洗浄・消毒して再利用できるもの
※一つの袋に入れて出してください。

●鉄類（小さなもの）
●アルミ・スチール製品
●菓子缶・缶詰等
●鍋（金属製）・フライパン等
●家電製品（45ℓのごみ袋

に入るもの）

※家電製品はごみ袋に入れずに
　出すことができます

●木くず（枝木など）
※畑から出るものは収集できません。
※直径５㎝以内

※草木類のみを袋へ入れて
　出してください。

●布くず、くつ下
ネクタイなど

●小さなプラスチック類
（マヨネーズ・シャンプー・リンス・ドレッシング・

洗剤等容器類、ラップ類、薬（錠剤）の容器など）

●ビニールホース
●細長いごみ（ひも類）

●ゴム製品および革製品
（金具を取り外したもの）

●資源にならない紙類
（カーボン紙、感熱紙、銀紙など）

●生ごみ

よく水をきって出してください。

50㎝程度に切ってください。

●注意
紙おむつは汚物を取り
除いて出してください

つ
く

資源になるものとは一緒にしないでください。

リサイクルできないもの

プラスチック製容器包装の見分け方は、右のマークが目印です。
このマークがあれば「プラスチック製容器包装」となりますが、はさみで切れる程度の硬さが目安です。
汚れているものは軽く洗って出してください。
汚れや臭いが取れないものは、無理をせず「可燃ごみ」で出してください。

不明な点については、環境衛生課へお問い合わせください。（☎33－0338） 2022.4　修正版

●陶器類

●油ビンなど
化粧品などのビン類

●蛍光灯

●ライター

●ガラス類
（板ガラス、グラス等） ●電球

●猫砂

●傘

●金具がついて
　いるもの

●使い捨てカイロ
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の酢のビン 酢
900ｍℓ

つ
ぐ
長

ペットボトル・キャップ

プラスチック製容器包装

洗ってキャップと分けて出してください。
※ペットボトルのラベルや、キャップのシール

は剥がして出してください。

※ペットボトルキャップのみ

ジュース
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●小型の刃物類
（包丁・はさみ・
   カッターなど）

●プラスチック類

●電池
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陶器・ガラス類・油ビンなど
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※汚れが取れないものは「可燃ごみ」で出してください
●弁当の容器
●たまごのパック
●お菓子や飴の袋

その他、プリンやヨーグルトのカップ、色付きのトレーなど（※１）
⬅ このマークが目印です

◎粗大ごみ戸別収集（年２回実施）
◎粗大ごみ・資源ごみ直接持ち込み
◎家電リサイクル対象品の処分方法について
◎パソコンのリサイクルについて
◎生ごみ処理容器購入補助金について
　　　　　　　　　⬇
ごみ収集カレンダーの裏面で確認してください

（※1）

プラマークがあっても出せないもの：湿布類のフィルムと外装、薬の容器、ペットボトルキャップ以外のキャップなど
プラスチック製容器包装ではないので「可燃ごみ」で出していただきたいもの：
プラスチックのスプーン・フォーク、ストロー、タッパー、バラン、クリアファイル、硬いプラなど

産業廃棄物等は収集できません。循環型社会の実現に向けごみの減量化にご協力ください。

分別方法表

分別収集にご協力を!!
●収集日の午前８時半までに、ごみを出してください。
●透明、半透明の袋で出してください。
●ルールを守って集積所をきれいにしましょう。
●ごみを出す日を必ず守りましょう。 ●「資源A地区」はごみボックスが線路より南側の地区、

　「資源Ｂ地区」はごみボックスが線路より北側の地区です。

B
Ａ

鵜殿小学校

鵜殿駅
紀宝町役場

分別方法は、保存版『資源とごみ
の正しい分け方』を参考に！
また、分別のわかりにくい品目は
14～15ページを参考にしてく
ださい。

。すで区地の側北りよ路線がスクッボみごは」区地B源資「  、区地の側南りよ路線がスクッボみごは」区地A源資「●

トボトル、ペットボトルキャップ、
発泡スチロール・白色トレー、布団
品目ごとに分別して出してください。

（プラスチック・金具類）と、（ガラス・
陶器類）は、別の袋で出してください。

可燃ごみ
生ごみはしっかりと
水を切ってくださ
い。ゴ ム・革 製 品
は金具を取り外し
て出してください。

草木類
長さは50cm 以内、
直径5cm 以内にし
て、少しずつ出して
ください。

資源の日
◎ダンボール、菓子箱などの厚紙 ◎新
聞、折込チラシ ◎雑誌、その他紙類 ◎
紙パックなど（中が白いもの）品目ごと
に分別してください。縛るものは、ゆる
みの無いようにしっかり縛ってください。

ビンの日
ふたを取り、洗ってくださ
い。生きビンとワンウェイ
ビンは別で出してくださ
い。割れた場合はワンウェ
イビンで出してください。

資源にならない
ごみの日

陶器、ガラス類、電球、
蛍光灯、電池、油ビン、
プラスチック類

資源金物
アルミ缶・スチール缶、スプレー缶、その他
鉄製品（アルミ製品、スチール製品、鉄製品
など）、家電製品（45ℓのごみ袋に入るもの）
アルミ缶・スチール缶は、一度、中を洗って、
スプレー缶は穴を開けて出してください。
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分別ワンポイント
歯ブラシやCD、容器のフタなど金具の付いていない小さなプラスチック製品は
「可燃ごみ」で出すことができます。
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分別収集にご協力を!!
●収集日の午前８時半までに、ごみを出してください。
●透明、半透明の袋で出してください。
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日 月 火 水 木 金 土
憲法記念日 みどりの日 こどもの日

5月4日（水）は「資源Ａ地区」のみ回収を行います。
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◆ベルマーク運動とは
　ベルマーク運動はすべての子どもに等しく、豊
かな環境のなかで教育を受けさせたいという願い
から、1960 年に始まりました。
　協賛会社の対象商品についているベルマーク１
点を１円で換算して、教材や備品と交換できます。
　さらに、交換したものの代金の 10％がベルマー
ク財団に援助金として寄付され、その援助金で災害
被災学校や特別支援学校などの援助をしています。
　ベルマーク運動には、「自分たちの教育環境づく
り」と「教育援助」という２つの機能があります。

▶詳しくは、町教育委員会（☎３３－０３４１）
までお問い合わせください。

子どもたちが豊かな環境のなかで教育を受けられるために

町内の教育機関などでベルマークを集めています

Information　町教育委員会

　町内の教育機関などでは、教育環境の改善に役
立てるため、ベルマークを収集しています。
　これまでに集めたベルマークで、一輪車や掃除
機、ＣＤラジカセなどの教材や備品・図書を購入
しました。
　以下の教育機関などでベルマークを回収してい
ますので、ご協力をお願いします。

【回収場所】　
　まなびの郷　　　うどの幼稚園
　相野谷中学校　　相野谷小学校

※回収方法などは、各回収場
　所にてご確認ください。

ベルマークで
交換した一輪車

　　

マイナンバーカード休日特別窓口を開設します

　町では、お仕事などで平日に来庁が困難
な方のために、マイナンバーカードの休日
特設窓口を次のとおり開設します。
　マイナンバーカードの申請方法が分からな
い方への申請支援や写真の無料撮影、マイナ
ンバーカードの交付、電子証明書の更新など
を行っています。お手続きには時間がかかる
ため、時間に余裕を持ってお越しください。

【日時】
４月 10 日（日）、５月８日（日）、６月 12
日（日）、７月 10 日（日）、８月 14 日（日）、
９月 11 日（日）
※いずれも午前８時 30 分から正午まで

【場所】役場税務住民課窓口
※ご来庁の際は、一度役場税務住民課までお
　問い合わせください。

❶マイナンバーカードを取得した方
　【ポイント付与】 最大 5,000 円相当のポイント
　【申込開始時期】 令和４年１月１日から
　【申 込 期 限】 令和５年２月 28 日
　※令和３年 12 月末までにマイナポイント第１
　　弾に申し込んだ方で、まだ 20,000 円のチャ
　　ージやお買い物を行っていない場合（最大
　　5,000 円までポイント付与を受けていない
　　方）は、令和４年１月１日以降も引き続き、
　　上限までポイントの付与を受けることがで
　　きます。

❷マイナンバーカードの健康保険証として利用申
　し込みを行った方
　【ポイント付与】 最大 7,500 円相当のポイント
　【申込開始時期】 令和４年６月ごろ
　【申 込 期 限】 令和５年２月 28 日
　※すでに利用申し込みを行った方も含みます。

❸公金の受取口座の登録を行った方
　【ポイント付与】 最大 7,500 円相当のポイント
　【申込開始時期】 令和４年６月ごろ
　【申 込 期 限】 令和５年２月 28 日

◆申し込みの注意点
◦❶～❸のマイナポイントを申し込むには、令和
　４年９月末までにマイナンバーカードの交付申
　請を済ませた後、マイナンバーカードを取得し
　ておく必要があります。
・マイナンバーカードは、申請から交付までに約
　１か月かかるため早めの申請をお願いします。
◦❷、❸のポイント付与の開始時期な
　ど、最新の情報は、右の QR コード
　からマイナポイントホームページを
　ご確認ください。

◆申し込みに必要なもの
　□ マイナンバーカード
　□ マイナンバーカードのパスワード（数字４桁）
　□ マイナポイントを申し込むキャッシュレス決
　　 済サービスのカードや、アプリをインストー
　　 ルしたスマホなど

▶必要書類など、詳しくは、役場税務住民課（☎
３３－０３３７）までお問い合わせください。

　町では、マイナポイントの申し込みを支援しています。希望される方は、下記の申し込みに必
要なものを準備のうえ、役場税務住民課窓口までお越しください。また、窓口のほかに、郵便局
や携帯ショップ、スマートフォンやパソコン（カードリーダが必要）などでも申し込みができます。

マイナンバーカードの取得はお早めに

マイナポイント第２弾が始まりました！

Information　役場税務住民課

マイナポイントHP
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